
⑧現住地での住宅事情

ｉ＞住宅内容のあらまし

現在住んでいる住宅はどんなもので，どのくらいの規模

であろうか。それが住宅以外にも使われているとすれば，

どんな用途に使われているのであろうか。ここでは住宅

のおおまかな実情をたずねてみた。

まず，現在住んでいる住宅はどんなものであろうか＜表

15＞。

「一戸建持家」がもっとも多く，神之木・神之木台周辺

で41％,井土ケ谷周辺では49％になる。「民間賃貸アパ

ート」は，神之木・神之木台周辺で29％,井土ケ谷周辺

で20%である。「持家」の割合は井土ヶ谷周辺の方が高

く，「アパート」の割合は逆に神之木・神之木台周辺の

方が高い。「一戸建借家」は，神之木・神之木台周辺で

９％,井土ヶ谷周辺はそれより少々高く13％である。

さらにこの住居形態を居住年数別にみて，両地区の住宅

事情の一端をさぐってみた。

表16によると，「戦前から」の居住者は，その83％まで

が「持家」に住んでおり.「終戦後」から「昭和29年」

表17　あなたの住んでおられる住宅の造りは．つぎのど

までに住みついた人も79％が「持家」に住んでいる。そ

れも「昭和30年以降」の居住者では「持家」率が減少し

ていくのに対して，逆に「一戸建借家」，「民間アパ―

ト」の比率が増え始め，「35年以降」になると，「民間

アパート」の占める割合が急増している。そして，「７

年未満」の居住者では，「一戸建持家」の比率が10％を

切っている。「３年未満」の居住者になると，「民間ア

パート」への居住割合が５割に達し，今後もこの傾向は

続くものと思われる。それでは，「住宅の構造」と「建

物階数」はどうなっているであろうか。

表17によると，「木造」が８割で，耐火構造は１割にす

ぎない。従って，建物階数も当然「平家」と「２階建」

が圧倒的に多い＜表18＞。そして，平家よりも２階建の

方がはるかに多いということ。それも，井土ケ谷周辺よ

りも神之木・神之木台周辺の方が率が高いということは

多分に”敷地のせまさ”に関係していると思われる。

では，現在住んでいる住宅の居住用の部屋＜居間・茶の

間・客間・応接間など＞は全部で幾問ぐらいあるのか

＜表19，図4＞。

表18　建物は，何階建てでしょうか。

表19　あなたのお宅で使っている居住用の部屋＜居間,茶の間,客間,応接間など＞はぜんぶで幾間＜部屋＞ですか。
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れにあたりますか。

ただし，同居人の方などに貸している部屋は除いてください。



両地区とも「２間」が３割ともっとも多い。つぎに「３

間」。そのつぎになると，神之木・神之木台周辺では「１

間」が，また，井土ヶ谷周辺では「４間」どいう順にな

る。

さらに，それを居住用の部屋の”タタミ数”でみてみる

とどうなるか＜表20・図５＞。

居室「２間」の居住者が３割いるということからも，両

地区とも「８畳～12畳未満」がもっとも多い。両地区を

くらべてみると，「12畳未満」では神之木・神之木台周

辺の方が高く，「20畳以上」になるよ反対に井土ヶ谷周

辺の方が高くなっている。

神之木・神之木台周辺の方が，井土ヶ谷周辺にくらべて

「民間アパート」・「２階建」・「１間」・「８畳未満」

の住宅の割合が高いということは，おしなべて神之木・

神之木台周辺地区の”住宅事情の悪さ”を示していると

いえよう。

図5.タタミ数，規模別度数分布

表20　では，お宅でお使いになっている居住用のお部屋＜居間，茶の間，客間応接間など＞は，タタミ数になおすと

　　　ぜんぶで何畳になりますか。タタミを敷いていない洋間の分も合わせて数えて下さい。
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図4.居室，数別，度数分布



今回の調査では，この両地区に対しては「住工混在地

区」という視点が置かれていた。そこで，現在住んでい

る住宅は，住居以外に何か他の用途に使っているかどう

か＜表21＞，使っているとすればどんな用途に使ってい

るのか＜表22＞，住宅の併用状況をたずねてみた。

「住居以外に使っている」と答えたのは，神之木・神之

木台周辺で16％,井土ケ谷周辺は，それより高く27％。

「併用住宅」率は割合低いが，今回の調査では，居住者

のいない事業所などは除外してあるので，併用住宅率の

低さをもって両地区の工場その他の混在率が低いと判定

することはできない。

つぎに，併用住宅の併用内容をみてみると，両地区全体

で「店舗併用」がもっとも多く45％を占めている。「作

業場・仕事場との併用」は24％であった。これは回収サ

ンプル804に対してわずか5.6％という程度である。

今度は少々変えてみて，現在の住宅に住むようになって

から，建て替えや増改築をしたことがあるかどうか＜表

23＞，そして，その増改築は何のため行なったのか，そ

の理由も合わせてたずねてみた＜表24＞。

「全面的に建て替えたり，1室以上の増改築をした」人

は全体の15％。「部分的に改築した」人は全体の20％。

合わせて36％の人が現在の住宅に住んでから増改築の手

を加えたことになる。

その増改築の理由は，「家族が住むため」というのが71

％と圧倒的に多い。おそらく，「居室がせまい」・「家

族構成の変化」が主な理由であろう。「仕事場に使うた

め」というのは10％を下回っている。

終りに，居住環境の基本的指標としで用いられる居室の

日照時間はどれくらいであろうか。午前８時から午後４

時までの間に，一番よく日の当る部屋の日照時間はどれ

くらいかをみた＜表25＞。

「4時間以上」と答えた人が，半数・５割いる。谷間で

表21　あなたの住んでいる住宅は，住居としてのほかに商店や，作業場＜工場＞，事務所，倉庫など他の用途にも使

　　　っておられますか。

表22　住居用のほかにどんなことに使っていますか。次の中からいくつでもお知らせ下さい。＜複数回答＞

表23　現在の住宅にお入りになってから，つぎのような建て増しや改築などをしたことがありますか。あてはまるも

のすべてに○印を付けて下さい。＜複数回答＞
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斜面地という地勢的不利を負い，しかも，住宅事情の悪

い神之木・神之木台周辺で50％に達しているということ

は予想外であった。一方，「日のあたる部屋はまったく

ない」と答えた人が11％いる。これを住居形態別にみる

と表26のとうりで，「４時間以上」の日照を得ているの

は，やはり「一戸建持家」に多くその50％になる。反対

に，「全くあたらない」と答えている人は，「民間アパ

ートだけには限らず，「一戸建持家」，「一戸建借家」

にも分散している。

表24　＜増改築をなさった方に＞その理由は次のどれにあたりますか。

表25　ところで，あなたの住んでいる住宅の日あたりの状況ですが，このごろで，午前８時から夕方４時までの間に

　　　一番よく日のあたる部屋で，どれくらいの時間，日があたりますか。

表26　日照時間×住居形態
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ⅱ＞所有関係からみた住宅事情

ここでは，住宅の「所有形態」と「賃貸内容」から，そ

の実情を概観してみた。

まず，現在住んでいる住宅は，「自分のもの」かそれと

も「借りているもの」か。表15を表27のように改めてみ

たところ，井土ヶ谷周辺では「持家」率は50％に達して

いる。それに対し，神之木・神之木台周辺は41％,約10

％低い。

ここで，はじめは「持家」の人に，もう少し詳しいこと

をたずねてみることにしよう。

「持家」の人は，その住宅をどういういきさつで所有す

ることになったのだろうか＜表28＞。

結果は，半数が「自分の代に新築した」ということであ

る。「親などから相続した」という人は，井土ヶ谷に25

％と目立つ。

次に，「持家」の人の宅地の所有形態をみると，両地区

とも「借地」の方が多い＜表29＞。とくに井土ヶ谷周辺

では，「借地」が７割も占めている。これは，何か歴史

的背景によるのだろうか。

それでは，「自有地」の人の宅地面積はどのくらいであ

ろうか＜表30・図６＞。

神之木・神之木台周辺では「10坪～20坪未満」の狭小宅

地が26％ともっとも多く，「50坪以上」は13％にすぎな

い。他方，井土ケ谷周辺では，「50坪以上」が34％でも

っとも多く，つぎに「20坪～30坪未満」がくる。平均坪

数でみても両地区の間の差は20坪もあるように，神之木

・神之木台周辺の宅地規模は，サンプル数が少ないとは

いえ，きわめて小さいということである。

一方，「借地」の人は，1ヶ月あたりどれくらいの地代

を払っているだろうか＜表31・図７＞。

単位面積当りの集計ではないので，直接の比較にはなら

ないが，一応の集計では，「2,000円～4,000円未満」が

表27　いまのお住まいは自分の家ですか。それとも借りておられるのですか。

表28　＜持家の方に＞現在，お住まいの住宅をお持ちになったのはどういういきさつでしょうか。おもな理由を1つ

　　　だけあげてください。

表29　＜持家の方に＞宅地はあなたの所有地ですか。それとも借地ですか。
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表30　＜所有地の方に＞宅地の面積はどれくらいですか。共同所有地の場合は，宅地分の面積をご記入下さい。

表31　＜借地の方に＞1ヶ月の地代はどれくらいですか。

図６　宅地面積規模別度数分布 図７　地代・規模別度数分布
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もっとも多く，つぎに「2,000円未満」である。大体，

６割の人が「4,000円未満」ということになる。平均地

代では井土ヶ谷周辺の方が800円ほど高いが，利便性と

面積の違いが関係しているのであろう。

今度は変って,「賃貸住宅」に住んでいる人にたずねた。

はじめに，住宅や部屋を借りている人は，1ヶ月どのく

らいの家賃または部屋代を払っているだろうか＜表32・

図８＞。

神之木・神之木台周辺では，「10,000円未満」が43％に

なる。それが井土ヶ谷周辺では，「15,000円未満」で49

％,約半数になるということである。「20,000円～25,000

円未満」という高額賃貸は，井土ヶ谷に高く，2割もみ

られる。

それでは，これらの家賃や部屋代は，家族全体の)i収の

何割程度を占めているであろうか＜表33＞。

全体の約45％の人が，「１割～2割未満」と答えている。

「２割～3割未満」も約20％いる。大体.8割以上が「３

割未満」ということになる。

図８　家賃・部屋代・規模別度数分布＜表32参照＞

襄32　＜借りている方に＞現在の１ヶ月あたりの家賃または部屋代はいくらですか。

表33　＜借りている方に＞家賃または部屋代は，ご家族全体の月収＜手取り額＞の何割ぐらいを占めますか。
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神之木・神之木台周辺め谷間の地勢的不利，井土ヶ谷周

辺の平坦地で交通便利が直接結びつくとは思えないが，



概して「宅地規模」，「居室面積」等居住水準は，井土

ヶ谷周辺の方が高いといえよう。しかし，それに伴って

　「地代」や「家賃」等も当然井土ヶ谷周辺の方が高いと

いうことは，以上のことから認められる。

では，「賃貸住宅」に住んでいる人は，現在の住宅事情

を改善するため，これまでに市＜県＞営・公社・公団住

宅への入居申し込みをしたことがあるだろうか〈表34〉。

そのうちで，「ない。今後も申し込むつもりもない」と

答えた人は，どんな理由で申し込まないのだろうか＜表

35＞。

まず，申し込みをしたことが「ある」と答えた人は全体

の36％。「ないが申し込みたい」と答えた人が25％で，

住宅事情改善のため行動をおこしたり，おこそうとして

いる人が６割いたということである。36％を占めている

「申し込むつもりはない」人の申し込まない理由は,「仕

事場と住宅を離せない」をあげている人が26％でもっと

も多い。つぎに，「地域的に不便」という　”郊外遠距離

団地”のイメージを持った人が16％と目につく。公団等

の「家賃が高い」をあげた人は少なかった。

③住環境への不満と対応

　両地区の人々は，現在の場所で生活していて，生活環

境に対する不満や具体的な問題についてどのように受け

とめ感じているだろうか。また，その不満や問題点を改

善するために，今後どうしょうとしているのだろうか。

まず，現在の場所に住んでいて，何か不満に思うこと，

あるいは困っていることがあるかどうか，もしあるとす

ればそれはどういうことか＜表36＞。

Ａ「現在のままでよい」と答えた人が２割ということは

残る８割の人が，現在の場所に住みつつ何か不満を持っ

ていたり，困っているということである。特に，6割の

人が「住宅そのものに困っている」をあげている。その

中の詳細な理由では，「とにかくせまい」，「日あたり，

風通しがわるい」，「建物がいたんでいる」，そして「間

取りや設備がわるい」をあげている。居住内容の悪さを

深刻に物語っているといえよう。つぎに，Ｆ「騒音・煤

煙などの公害に困っている」を４割の人があげている。

中でも，「自動車交通のやかましさ」，「空気の汚れの

ひどさ」，「工場の騒音・振動」が日立つ。そのつぎに

は，Ｅ「生活上不便であったり危険なことがある」を約

表34　＜借りている方に＞お宅では，これまで，市＜県＞営,公社,公団の住宅入居申し込みをしたことがありますか

表35　＜申し込むつもりのない方に＞おもな理由を1つだけあげて下さい。
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表36　では，現在の場所にお住みになっていて，何か不満に思うこと，あるいはお困りになることがありますか。次

　　　にあげる中で，あてはまるところがありましたら，いくつでも○印を付けて下さい。＜複数回答＞
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３割の人があげている。公害や生活環境に対する不満や

問題も割合強いといえよう。

それでは，その不満や問題点を改善していくためには，

今後どうしょうと考えているのか＜表37＞。

　「今の場所に住みつづけたい」という人が全体の約５割

いる。その中では「特に不満がない」という人が２割い

るが，そのほかでは「困っているが対策がたたない」と

いう”絶望・あきらめ型”が１割みられる。「できるだ

け近くで住みかえたい」という人は約２割いる。そこで

は「近くの公営・公団住宅を申し込む」という”公的住

宅依存型”が目立つ。「郊外へ移り住みたい」という人

の中には，「個人で土地や住宅をさがしもとめる」とい

う”自力更生型”が目につく。

それを横浜市の平均＜「生活環境についての意識調査」

の結果＞と比較してみるとどうであろうか＜表38＞。

「今の場所に住みつづけたい」という”定住希望者”は，

市平均と比べてほぼ同じであるが，「できるだけ近くで

住みかえたい」。「郊外へ移り住みたい」という”市内移

転希望者”は，ともに市平均の２倍以上の高さである。

逆に，「ほかへ移りたいがまとまった計画はない」とい

う人は市平均とくらべて極めて少ない。

それでは，両地区の居住者の中に，現在の場所で生活し

ていて，住宅の居住条件の悪さ，公害のひどさを訴えて

いる人がかなり大勢いるにもかかわらず，「今の場所に

表37　現在の場所にお住みになっていての，不満や問題点を改善するために，今後どうしようとお考えですか。１つ

　　　だけ○を付けて下さい。＜お答えは１つだけ＞

71



住みつづけたい」という人が半分もいるということはど

ういうことなのだろうか。事実，決して環境のよい所で

はないだけに，物理的悪条件だけでは必づしも転出へと

結びついてはいかない，反対にそれを上回るような理由

＜例えば，地縁的なもの＞が存在しているのだろうか，

理解しがたいところである。

４　　　　　生活環境をめぐる問題

生活環境をめぐる問題にはいる前に,神之木・神之木台，

井土ヶ谷周辺に住んでいて，両地区が，以前より住みや

すくなったかどうか，住民の一般的な評価をきいてみよ

う。その結果は，表39のようだった。

まず，生活環境について。「よくなった」と回答したも

のは･神之木’神之木台周辺が34％,井土ヶ谷周辺が25

％,逆に，「わるくなった」をえらんだものは，前者が

27％，後者が29％で，井土ヶ谷周辺では，生活環境がわ

るくなったと回答するものの方が多かった。また，「変

わらない」は，両地区とも４割前後であったが，居住年

数７年未満の人々のあいだで多かった＜表40＞。

つぎに,隣り近所との人間関係について。「よくなった」

と回答したものは，神之木・神之木台周辺が21％，井土

ヶ谷周辺が14％,逆に，「わるくなった」をえらんだも

のは，前者が６％,後者が13％で，「変わらない」と回答

したものが，両地区とも全体の７割以上を占めていた。

ともかく，神之木・神之木台周辺にくらべて，井土ヶ谷

周辺の人々の方が,生活環境や人間関係がわるくなった，

と回答するものが多かった。

表38　現在の場所にお住みになっていての不満や問題点を改善するために，今後どうしようとお考えですか。

表39　あなたは，ここにお住まいになっていて，このあたりが以前より，住みやすくなったと思いますか。まず，こ

　　　のあたりの生活環境についてはどうでしょうか。

隣り近所との人間関係はどうでしょうか。
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